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第１１回北広島市子どもの権利条例検討委員会議事録 
  日時：平成１９年２月２１日（水）１８：００～ 
  場所：芸術文化ホール活動室 
 
配布資料  ①北広島市子どもの権利条例子ども委員会設置要綱(案)  

(第１０回資料の差し替え分) 
      ②３月４日フォーラムアンケート(案) 
      ③(仮称)札幌市子どもの権利条例素案に対するご意見の概要と札幌市の考え 

方(概要版)  
      ④フォーラムのカラーポスター、白黒チラシ 
 
委員長：それでは第１１回目の検討委員会を始めたいと思います。今朝の新聞で札幌市議

会の本会議で子どもの権利条例は否決になったとの報道がありました。それでは議題に沿

って進めていきます。まずは各部会のアンケート調査の進捗状況ということで部会ごとに

報告をしていただきます。まずは小中高校生部会からお願いします。 
 
小中高校生部会長：今週各学校にアンケート調査を依頼しました。調査対象につきまして

は、小学校５年生、中学校２年生、北広島高校２年生５０名、北広島西高校２年生５０名、

白樺高等養護学校２０名です。その他にみらい塾１０名を予定しておりましたが、指導者

の方にアンケート内容をチェックしてもらいましたところ、みらい塾の生徒さんはデリケ

ートな部分があるため実施しないこととなりました。合計の対象人数ですが、子ども６４

９名、保護者３０７名です。２月２８日に回収する予定ですので、次回の検討委員会まで

には回収した数等を報告できると思います。以上です。 
 
委員長：ありがとうございました。質問等はありませんか。それでは次に地域部会からお

願いします。 
 
地域部会長：地域部会ではそれぞれの委員で手分けをしてアンケート調査を実施しました。

調査対象としては民生児童委員･主任児童委員、公民館などの生涯学習の場の利用者、町内

会関係者、道都大学の学生、また職場の中で北広島市民がいる場合にはアンケートをお願

いしております。広くアンケート用紙を配布して回収するという方式をとっておりません

ので回収率というのはあまり意味がないのかと思いますが、配布１２５件で回収１２５件

となり、あえて言えば回収率１００％ということになります。私の報告に補足等があれば

お願いします。 
 
地域部会委員：調査対象には一部健連協も入っています。 
 
委員長：ありがとうございました。質問等はありませんか。それでは次に指導者部会から

お願いします。 
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指導者部会長：調査対象につきまししては資料に記載されているとおりですが、それにふ

くじゅ園を加えていただければと思います。指導者ですから、人数的には少なくて配布件

数は１２０件で現在４０件ほど回収しております。最終的には回収率１００％になると思

います。以上です。 
 
委員長：ありがとうございました。質問等がなければ、次の議題に移りたいのですが、そ

の前に前回報告が終了していますが、幼児親部会から現在の進捗状況を報告いただきたい

と思います。 
 
幼児親部会事務局：幼児親部会ではアンケート回収が終了しましたので、集計作業中です。 
 
委員長：市政モニターについてもお願いします。 
 
事務局：配布は６００件で速報値ですが回収は２５２件で回収率は４２％となっておりま

す。これは通常の市政モニターの回収率と同じくらいであります。 
 
委員長：幼児親部会に戻りますが、どのくらいの数なのでしょうか？ 
 
幼児親部会事務局：職員は配布８７件で回収８０件、園児と親につきましては配布２２３

件で回収１５４件です。回収率はおおむね７５％です。 
 
委員長：両方合わせた数は何件でしたか？ 
 
幼児親部会事務局：回収できたアンケートの数は職員、園児、親を合わせると３８８件と

なります。 
 
委員長：これまでの報告を聞きますと、各部会とも順調に進んでいると思います。当初の

スケジュールでは３・４月中に集計し分析するということになっておりますので、よろし

くお願いします。それでは次の議題に進みます。３月４日に開催するフォーラムについて

事務局からお願いします。 
 
事務局：３月４日のフォーラムの準備状況と検討事項について事務局から説明します。２

月１５日号の広報にフォーラムの記事を掲載しております。また、ポスター・チラシです

が、市の出張所・住民センター・エルフィンパーク・児童センター・学童クラブ・保育園・

幼稚園・小中学校に配布しております。チラシについては保育園・幼稚園については各園

に２０部ずつ、小中学校については全生徒に配布しております。出張所等では窓口に置い

ております。また報道関係では、北海道新聞に依頼して事前に記事にしていただければと

考えています。また講師との関係で当日の配付資料の調整をしております。山谷先生につ
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きましては配布資料１５０部を事務局で印刷する予定です。また、パソコンとプロジェク

ターを持参して説明するとのことです。千葉先生については配付資料として子どもの権利

条約の写しと日本国憲法の基本的人権部分の写しを印刷するよう依頼されております。次

に検討事項に入ります。当日の進行についてですが、１３：００から開始ということにな

りますので、講師の先生には１２：３０に来ていただくように伝えてあります。委員のみ

なさんはその前に来ていただきますようお願いします。参加者アンケートについては本日

の配布資料の中にアンケート案がありますので、ご一読いただきご意見等があればいただ

ければと思います。また各委員さんにポスター・チラシを配布しております。ぜひ当日の

参加者を集めたいと思いますので、それぞれの委員さんで声掛けをしていただきますよう

お願いします。検討事項の司会台本や当日の役割等につきましては、前回司会につきまし

ては副委員長、挨拶は委員長ということで決まりましたので、詳細については後日調整し

たいと思います。以上です。 
 
委員長：ポスターについては目につきやすく良いと思います。このポスターの力だけでは

参加者は集まらないでしょうかね？ 
 
副委員長：私の経験上では、広報・町内会の回覧・ポスター等の効き目はそんなにないと

思います。クチコミが一番だと思います。ですから委員のみなさんの力が一番ですので、

みんなで頑張って参加者を集めましょう。 
 
委員長：当日のアンケート案について何かご意見がある方はいませんか？ 
 
委員：アンケートの集計結果はどのように活用するのでしょうか？例えば広報等に掲載し

て広く周知をするのか、または検討委員会内部の資料として活用するのかということです。 
 
事務局：次の啓発事業等もありますので、委員会の資料として活用してはどうかと思って

おります。 
 
委員：わかりました。 
 
委員長：せっかくのアンケートですので、みなさんに回答してもらえるような方法にでき

ればいいと思います。是非少しでもいいのでアンケートの記入時間を取っていければと思

います。 
 
委員：質問ですが、託児所とありますが事前の予約は必要ですか？ 
 
事務局：一応２月２３日までの事前予約ということで受け付けておりますが、当日利用し

たいという方がいても対応していきたいと考えています。 
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副委員長：フォーラム終了後の意見交換会についてですが、時間を有効活用するために事

前に質問事項を整理しておきたいと思います。質問がある方は私のところへＦＡＸしてい

ただければと思います。 
 
委員長：それでは次の議題に入りたいと思います。子ども委員会についてですが、提案さ

れた委員から説明をお願いします。 
 
委員：子どもの意見を聞きたいということは委員のみなさんも思っていることだと思いま

す。なぜ子ども委員会のような形にしたかというと、一度だけのイベントのようなもので

は子どもの意見を聞くことはできないと思うからです。この検討委員会の第１回目もそう

でしたが、なかなか意見が出ずに終わってしまいました。大人の私たちでもそうなのです

から、子ども達も難しいと思います。ですから、回数を重ねなければならないと思います

ので、委員会という形がいいと思います。名称にはこだわりませんが、こういった形を希

望します。この案はたたき台ですので、みなさんに検討していただければと思います。 
 
委員長：委員のみなさんどうですか？ 
 
委員：子どもの意見を聞くということは非常に大切なことだと思います。札幌市は否決さ

れましたが、活発にやっていたと思います。そういう中ではっとする意見がたくさん出さ

れてきたと思います。そのためにはイベント的なものではなく、委員会のように継続的に

できる形がいいと思います。また奈井江町だったと思いますが、町長が子どもの意見を聞

くということをやっています。是非子どもの意見を聞いて条例案に反映させていければい

いと思います。 
 
委員：私も子ども委員会設置に賛同しています。子ども委員会を設置しないで条例を制定

した市がありますが、子どもの意見を全く取り入れないで本当に子どものためになるのだ

ろうかというような記事でした。やはり、子どもの生の声を聞ける機会になりますし、委

員会を作ることによって、子ども達が経験を積んでいく場にもなると思います。是非子ど

も委員会を設置していけたらと思います。 
 
委員：基本的には賛成です。ただ非常にきわどい問題を含んでいるものだと思います。札

幌市の否決の状況を見ても、意見や価値観の食い違いがあるように思います。子どもの意

見をどのように受け止めるのかという大人のスタンスの問題ではないかと感じています。

戦後の教育において、子どもを第一にという形態が一世風靡した時代がありました。それ

が何年かたつと、そういった教育には大きな危険性があるという時代に入っていきます。

問題は私たち委員が子どもの意見をどのように解釈するかです。何でも言っていること全

てを受け入れていくということであれば、私は断固として反対したいと思います。子ども

の意見を聞くことは大事だと思います。ただ、子どもの意見をどのように解釈するかにつ

いて、しっかりとした共通的スタンスを持っていく必要があると思います。 



 - 5 - 

 
委員：子ども委員会の設置については賛同しています。子どもの意見を聞くことは大切で

すし、素案を作るにあたり、子ども達がどのように考えているのか、どのように表現して

ほしいのかという視点も加えていけると思います。また、子ども委員会を何回か開催する

ことによって、子ども達自身も子どもの権利に対して勉強して成長していける過程にもな

ると思います。そこで出た子どもの意見をどのように受け止めていくのかという意見があ

りましたが、全ての意見を受け止めるということではないと思います。まず、どんな意見

が出るかについては実施してみないと分かりませんし、これからの大きな材料になると思

いますので、とても必要だと思います。 
 
委員：私も子ども委員会の設置に賛成しています。その中で疑問なところがあります。子

ども委員会を設置しても、私たち検討委員会が介入していくと思うのですが、どのような

形になるのでしょうか？例えばテーマは検討委員会で決めるのかなどについてです。 
 
委員長：まだ、そこまでの内容を検討できる段階ではないと思いますので、あとで検討し

ていきましょう。 
 
委員：私も子ども委員会の設置に賛成です。条例案に反映させていけるようにすることが

大事だと思います。 
 
委員：私も子ども委員会の設置に賛成です。その内容を条例案に反映させていくことも大

事だと思います。できれば、条例制定後も継続的にこのようなことができればいいと思い

ます。また子どもの意見をどのように受け止めていくのかということですが、子どもの意

見の言いなりになるということではなく、子どもの意見に大人が真摯に対応して、じっく

りと説明していくということが大事だと思います。また、子どもの意見が提出された後に

大人と子どもが話し合うことができる場が必要だと思います。そこでは大人と子どもが対

等に話し合う必要があります。「対等」ということは、もちろん大人と子どもでは経験等の

差があるということは当然ですが、大人が頭ごなしに話すのではなく、真摯に子どもと向

き合うという意味です。 
 
委員：私も子どもの意見を聞くということ、なんらかの活動の中で子どもの意識を高める

ということは必要だと思います。ただ子ども委員会というイメージがなかなかわきません。

例えば、各学校から児童会の子ども達が集まっても、それが広く子ども達の意見になって

いるのかが疑問です。それであれば、委員会という形ではなく、私たちが子どもの集まる

場所に出向いて意見を拾うほうが良いかもしれません。そういった意味で子ども委員会に

疑問を感じています。 
 
委員：私も今の意見と同じ事を考えていたのですが、子どもにも色々な考えをもった人が

います。その中で子ども委員会に出てくる子どもは自分の意見を言える子どもになると思
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います。意見を言えない子もいると思うので、そういったことも考える必要があるのでは

ないかと思います。 
 
委員：子ども委員会についてはメリットとデメリットがあると思います。メリットとして

は子どもの意見が聞けるということですが、デメリットとしては子ども委員会として出て

きた意見が一部の子どもの意見になってしまうのではないかということです。また子ども

委員会の開催についてですが、開催時間は夜になるかもしれません。こどもを集めて、責

任を持って帰すということを誰がするのかなど、細部にわたって決めておく必要があると

思います。 
 
委員：全ての子どもの意見を網羅できるかということについて述べさせていただきますが、

日本の教育の歴史の中で、今ほど子どもが両極化している時代はないと言われています。

委員の選出方法についてですが、先ほどから言われているように発言力のある子ども達が

選ばれるのではないかと思います。また、子どもがいい子を演じてしまうという危険性も

あると思います。 
 
副委員長：子ども委員会は必要だと素直に思っていたのですが、みなさんのお話を聞いて

いくに従い、簡単ではないと思いました。子どもの意見を聞く場は必要だと思いますが、

１００人いればそれぞれの答えがありますし、自分の思っていることを伝えることは難し

いことなので、子ども委員会は大変なことだと思います。また、子どもから出てきた意見

を大人がきちんと真っ直ぐに受け止めることが大事だと思います。子どもの意見を聞く場

は必要ですが、慎重に進めていく必要があると思います。 
 
副委員長：私も子どもの意見を聞く場は必要だと思います。また私なりに問題点を整理し

ました。まずは委員の選出についてです。次に子どもから出された意見をどう条例作りに

生かしていくのか。子どもたちの気持ちが充分に伝わるための手立てが必要なのではない

かと思います。また、子ども委員会で出された意見が全ての子どもの意見となっているか

どうかの検証も必要ではないかと思います。 
 
委員長：先日子ども委員会について札幌市未来局と札幌市の検討委員の方に取材をいたし

ました。まず募集方法については公募で集めております。高校生をリーダーにしてグルー

プ分けをしたそうです。集まった委員については、先ほど委員のみなさんから意見があっ

たように、自分の意見を言えるような子どもが集まったそうです。その中で子どもの率直

な意見は出たということです。一方で多治見市についてですが、子ども会議を設置してお

り、条例制定後も定期的に開催しております。条例素案を見ても、子どもが分かるような

内容になっており、「子ども」ということにこだわって条例を作っております。今後北広島

市で子ども委員会を設置し、公募等で限られた人数の委員を集めます。集まってくるこど

も委員はみなさんのご指摘のとおり、自分の意見が言えるような子どもばかりになってし

まうと思います。しかし、それを分かり切ったこととして受け止めて、私たちがどのよう
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に意見を拾っていくのかが重要になると思います。ですから、子ども委員会は是非必要だ

と思います。 
 
副委員長：本日の委員会では結論は出ないと思います。次回の検討委員会まで、各委員が

自分の考えを整理し、再度検討していくということでどうでしょうか？ 
 
委員：委員の選出についてですが、不登校で悩んでいる子どもなどもいます。こういった

子ども達の意見をどう取り上げていくのかということを検討する必要があると思います。 
 
副委員長：どの委員も子どもの意見を聞くということについて反対はありませんでした。

しかし、まだ不確定な部分や危惧される部分があります。そういったことを次回の検討委

員会で決定していくということでよろしいでしょうか？ 
 
委員長：これで本日の議題は終わりです。本日はお疲れ様でした。 
 
 


